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(27) 試 験 問 題 (午後の部) 
 

注     意 

 

⑴ 別に配布した答案用紙の該当欄に，試験問題用紙裏面の記入例に従って，受験地，受験番

号及び氏名を必ず記入してください。多肢択一式答案用紙に受験地及び受験番号をマークす

るに当たっては，数字の位を間違えないようにしてください。 

⑵ 試験時間は，3時間です。 

⑶ 試験問題は，多肢択一式問題(第 1 問から第 35 問まで)と記述式問題(第 36 問及び第 37

問)から成り，配点は，多肢択一式が 105点満点，記述式が 70点満点です。 

⑷ 多肢択一式問題の解答は，多肢択一式答案用紙の解答欄に，正解と思われるものの番号の

枠内を，マーク記入例に従い，濃く塗りつぶす方法で示してください。解答欄へのマーク

は，各問につき 1か所だけにしてください。二つ以上の箇所にマークがされている欄の解答

は，無効とします。解答を訂正する場合には，プラスチック消しゴムで完全に消してから，

該当欄の枠内をマークしてください。答案用紙への記入は，鉛筆(ＨＢ)を使用してくださ

い。該当欄の枠内をマークしていない解答及び鉛筆を使用していない解答は，無効としま

す。 

⑸ 記述式問題の解答は，所定の答案用紙に記入してください。答案用紙への解答の記入は，

万年筆又はボールペン(いずれも黒色のインクに限り，インクが消せるものを除きます。)を

使用してください。所定の答案用紙以外の用紙に記入した解答及び上記万年筆又はボールペ

ン以外の鉛筆等の筆記具によって記入した解答は，その部分につき無効とします。答案用紙

の受験地，受験番号及び氏名欄以外の箇所に，特定の氏名等を記入したものは，無効としま

す。 

⑹ 答案用紙に受験地，受験番号及び氏名を記入しなかった場合は，採点されません(試験時

間終了後，これらを記入することは，認められません｡)｡ 

⑺ 答案用紙は，汚したり，折り曲げたりしないでください。書き損じても，補充しません。 

⑻ 試験問題のホチキスを外したり，試験問題のページを切り取る等の行為は，認められませ

ん。 

⑼ 試験時間中，不正行為があったときは，その答案は，無効なものとして扱われます。 

⑽ 試験問題に関する質問には，一切お答えいたしません。 

⑾ 試験問題は，試験時間終了後，持ち帰ることができます。 
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第 1問 管轄に関する次のアからオまでの記述のうち，判例の趣旨に照らし正しいものの組合

せは，後記 1から 5までのうち，どれか。 

ア 所有権に基づいて時価 100万円の自動車の引渡しを請求することに併せて，その執

行不能の場合における履行に代わる損害賠償としてその時価相当額の支払を請求する

訴えは，簡易裁判所の事物管轄に属する。 

イ 簡易裁判所は，訴訟がその管轄に属する場合においても，相当と認めるときは，当

事者の申立てがあるときに限り，訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁

判所に移送することができる。 

ウ 管轄違いを理由として訴訟の全部を移送する旨の裁判が確定した場合，当該訴訟

は，移送の裁判が確定した時から，移送を受けた裁判所に係属したものとみなされ

る。 

エ 自然人である被告に対する貸金返還請求訴訟が当該被告の住所の所在地を管轄する

裁判所に提起された場合，その後に，当該被告が当該裁判所の管轄区域外に住所を移

転しても，土地管轄についての管轄違いによる移送がされることはない。 

オ 被告が，第一審裁判所において，本案について弁論をせず，かつ，弁論準備手続に

おいて申述をしないまま，裁判官の忌避の申立てを行ったときは，その訴えについて

土地管轄がないときであっても，その裁判所は，当該訴えについて管轄権を有する。 

1 アエ     2 アオ     3 イウ     4 イエ     5 ウオ 
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第 2問 補助参加に関する次のアからオまでの記述のうち，正しいものの組合せは，後記 1か

ら 5までのうち，どれか。 

ア 補助参加の申出は，参加の趣旨及び理由を明らかにして，補助参加により訴訟行為

をすべき裁判所にしなければならない。 

イ 当事者が補助参加について異議を述べたときは，補助参加人は，参加の理由を証明

しなければならない。 

ウ 補助参加の許否についての裁判に対しては，即時抗告をすることができない。 

エ 補助参加人は，補助参加について異議があった場合においても，補助参加を許さな

い裁判が確定するまでの間は，訴訟行為をすることができる。 

オ 補助参加に係る訴訟の裁判は，被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げた場合にお

いても，補助参加人に対してその効力を有する。 

1 アウ     2 アエ     3 イウ     4 イオ     5 エオ 
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第 3問 訴えの提起に関する次のアからオまでの記述のうち，判例の趣旨に照らし正しいもの

の組合せは，後記 1から 5までのうち，どれか。 

ア 訴状審査により訴状に請求の原因が記載されていないことが判明した場合，裁判長

は，直ちに当該訴状を却下しなければならない。 

イ 法律関係を証する書面の成立の真否を確定するための確認の訴えは，不適法であ

る。 

ウ 簡易裁判所においては，訴えは，口頭で提起することができる。 

エ 遺言者の生前における遺言の無効確認の訴えは，現在の法律関係の確認を求めるも

のとして適法である。 

オ 原告が貸金返還請求の訴えを地方裁判所に提起した場合，当該訴えに係る貸金返還

請求権についての時効の中断の効力は，その訴状を当該地方裁判所に提出した時に生

ずる。 

1 アエ     2 アオ     3 イウ     4 イエ     5 ウオ 
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第 4問 民事訴訟における証拠調べに関する次のアからオまでの記述のうち，正しいものの組

合せは，後記 1から 5までのうち，どれか。 

ア 裁判所は，管轄に関する事項について，職権で，証拠調べをすることができる。 

イ 裁判所は，当事者の申立てがあるときに限り，訴訟の係属中，証拠保全の決定をす

ることができる。 

ウ 裁判所は，当事者の申立てがあるときに限り，検証をするに当たり，鑑定を命ずる

ことができる。 

エ 裁判所は，当事者本人が未成年者である場合，職権でその法定代理人を尋問したと

きは，更に職権で当該未成年者である当事者本人を尋問することができない。 

オ 裁判所は，職権で，必要な調査を官庁若しくは公署，外国の官庁若しくは公署又は

学校，商工会議所，取引所その他の団体に嘱託することができる。 

1 アイ     2 アオ     3 イエ     4 ウエ     5 ウオ 
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第 5問 裁判によらない訴訟の完結に関する次のアからオまでの記述のうち，正しいものの組

合せは，後記 1から 5までのうち，どれか。 

ア 当事者双方が，連続して 2回，口頭弁論の期日に出頭せず，かつ，その後 1月以内

に期日指定の申立てがされなかった場合には，当該期間の経過時に訴えの取下げが

あったものとみなされる。 

イ 被告が本案について準備書面を提出し，弁論準備手続において申述をした場合，原

告は，判決が言い渡された後でも当該判決が確定するまで，被告の同意を得た上で，

訴えを取り下げることができる。 

ウ 訴訟代理人は，特別の委任を受けることなく，裁判上の和解をすることができる。 

エ 請求の放棄は，和解の期日においてもすることができる。 

オ 原告が被告に対し，所有権に基づいて土地の引渡しを請求する訴えを提起した場合

において，被告が口頭弁論の期日で「原告から 100万円の支払を受けることを条件と

して，原告の請求を認める｡｣旨陳述したときは，請求の認諾がされたものとなる。 

1 アウ    2 アエ     3 イエ     4 イオ     5 ウオ 
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第 6問 保全異議及び保全取消しに関する次のアからオまでの記述のうち，正しいものの組合

せは，後記 1から 5までのうち，どれか。 

ア 債務者は，保全命令に対し，その命令を発した裁判所に保全異議を申し立てること

ができる。 

イ 保全異議の申立てを取り下げるには，債権者の同意を得なければならない。 

ウ 裁判所は，保全異議の申立てについての決定をする場合には，口頭弁論又は当事者

双方が立ち会うことができる審尋の期日を経ることを要しない。 

エ 保全命令を発した裁判所又は本案の裁判所は，保全すべき権利又は権利関係が消滅

したときに限り，保全命令を取り消すことができる。 

オ 仮処分命令を発した裁判所又は本案の裁判所は，仮処分命令により償うことができ

ない損害を生ずるおそれがあるときその他の特別の事情があるときは，債務者の申立

てにより，担保を立てることを条件として仮処分命令を取り消すことができる。 

1 アイ     2 アオ     3 イエ     4 ウエ     5 ウオ 
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第 7問 次の 1から 5までの記述のうち，債務名義とならないものは，どれか。 

1 訴訟費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分 

2 仮執行の宣言を付した支払督促 

3 確定した執行判決のある外国裁判所の判決 

4 特定の動産の引渡しを目的とする請求について公証人が作成した公正証書で，債務

者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの 

5 民事調停事件において当事者間に成立した合意に係る調書の記載 
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第 8問 司法書士又は司法書士法人の業務に関する次のアからオまでの記述のうち，正しいも

のの組合せは，後記 1から 5までのうち，どれか。 

ア 司法書士法人が簡裁訴訟代理等関係業務を行うためには，その使用人のうちに司法

書士法第 3条第 2項に規定する司法書士があれば足り，その社員のうちに同項に規定

する司法書士があることを要しない。 

イ 司法書士は，登記手続についての代理の依頼を拒んだ場合においては，速やかにそ

の旨を依頼者に通知すれば足り，依頼者の請求があるときであっても，その理由書を

交付することを要しない。 

ウ 司法書士は，公務員として職務上取り扱った事件及び仲裁手続により仲裁人として

取り扱った事件については，その業務を行ってはならない。 

エ 司法書士法人の社員は，他の社員全員の承諾がある場合には，自己又は第三者のた

めにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行うことができる。 

オ 司法書士は，司法書士会に入会したときは，当該司法書士会の会則の定めるところ

により，事務所に司法書士の事務所である旨の表示をしなければならない。 

(参考) 

司法書士法 

第 3条 (略) 

2 前項第 6 号から第 8 号までに規定する業務(以下｢簡裁訴訟代理等関係業務｣と

いう｡)は，次のいずれにも該当する司法書士に限り，行うことができる。 

一 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であ

つて法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。 

二 前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行う

のに必要な能力を有すると認定した者であること。 

三 司法書士会の会員であること。 

3～8 （略) 

1 アエ     2 アオ     3 イウ     4 イエ     5 ウオ 
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第 9問 供託の当事者に関する次のアからオまでの記述のうち，正しいものの組合せは，後記

1から 5までのうち，どれか。 

ア 契約の当事者以外の第三者は，当事者がその弁済について反対の意思を表示した場

合には，自ら弁済供託をすることができない。 

イ 営業の許可を受けた未成年者は，当該営業に関しない債務を免れることを目的とす

る場合には，自ら弁済供託をすることができない。 

ウ 債務者は，被供託者を具体的に確定していない場合には，弁済供託をすることがで

きない。 

エ 当事者以外の第三者は，相手方の同意がない場合には，裁判上の保証供託をするこ

とができない。 

オ 仮差押債務者以外の第三者は，仮差押債権者の同意がある場合には，仮差押解放金

の供託をすることができる。 

1 アイ     2 アウ     3 イエ     4 ウオ     5 エオ 
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第10問 弁済供託における供託金の払渡請求手続に関する次のアからオまでの記述のうち，

誤っているものの組合せは，後記1から5までのうち，どれか。 

ア 委任による代理人によって供託金の取戻しを請求する場合において，供託物払渡請

求書に添付された当該代理人の権限を証する書面に，供託金の受領に関する権限を委

任する旨の記載があるときは，当該代理人の預金又は貯金に振り込む方法により払渡

しを受けることができる。 

イ 同一人が数個の供託について同時に供託金の還付を請求しようとする場合において

は，払渡請求の事由が同一であるときであっても，一括してその請求をすることがで

きない。 

ウ 被供託者が供託を受諾しないことを理由として，供託者が供託金の取戻しを請求す

る場合においては，供託書上の供託者の住所及び氏名と供託物払渡請求書上の払渡請

求者の住所及び氏名とが同一であっても，供託物払渡請求書に取戻しをする権利を有

することを証する書面を添付しなければならない。 

エ 破産者である法人の破産管財人が供託金の還付を請求する場合には，供託物払渡請

求書に市区町村長又は登記所の作成した印鑑証明書のいずれかを添付しなければなら

ない。 

オ 登記されている支配人が代理人として供託金の還付を請求する場合には，供託物払

渡請求書に代理人の権限を証する書面を添付することを要せず，登記所が作成した代

理人であることを証する書面を提示すれば足りる。 

1 アイ     2 アエ     3 イウ     4 ウオ     5 エオ 
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第11問 供託金又は供託金利息の払渡請求権の消滅時効に関する次のアからオまでの記述のう

ち，判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは，後記1から5までのうち，どれ

か。 

ア 供託官が弁済供託の被供託者に対して，当該弁済供託に関する事項の証明書を交付

したときは，供託金還付請求権の消滅時効及び供託金取戻請求権の消滅時効は，いず

れも中断する。 

イ 債権者の受領拒絶を原因とする弁済供託における供託金還付請求権の消滅時効は，

供託の基礎となった事実関係をめぐる紛争が解決するなどにより，被供託者において

供託金還付請求権の行使を現実に期待することができることとなった時から進行す

る。 

ウ 債権者の所在不明による受領不能を原因とする弁済供託における供託金還付請求権

の消滅時効は，供託の時から進行する。 

エ 債権者の所在不明による受領不能を原因とする弁済供託における供託金取戻請求権

の消滅時効は，供託の基礎となった債務について消滅時効が完成するなど，供託者が

供託による免責の効果を受ける必要が消滅した時から進行する。 

オ 保証として金銭を供託した場合の供託金利息の払渡請求権の消滅時効は，当該払渡

請求権を行使することができる時から 10年間を経過した時に完成する。 

1 アイ     2 アオ     3 イエ     4 ウエ     5 ウオ 
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第12問 登記識別情報の通知に関する次の1から5までの記述のうち，誤っているものは，ど

れか。 

1 Ａが所有権の登記名義人である甲土地につき，Ｂ県が，Ａから同県への所有権の移

転の登記を嘱託した場合において，あらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申

出をしなかったときは，同県に対して登記識別情報は通知されない。 

2 Ａが，Ｂに対してＡを所有権の登記名義人とする甲土地を売却したが，ＢがＡから

Ｂへの所有権の移転の登記の申請に協力しないため，Ｂに対して当該移転の登記手続

を求める訴えを提起し，その請求を認容する判決が確定した場合において，Ａが当該

判決に基づき単独で当該移転の登記を申請したときは，Ａに対して登記識別情報は通

知されない。 

3 信託の受託者Ａが，信託財産に属する金銭をもって，Ｂを所有権の登記名義人とす

る甲土地をＢから買い受けた場合において，受益者Ｃが，Ａに代わって，ＢからＡへ

の甲土地の所有権の移転の登記及び信託財産の処分による信託の登記を申請したとき

は，Ｃに対して登記識別情報は通知されない。 

4 Ａ株式会社が抵当権の登記名義人である甲土地につき，Ａ株式会社からＢ株式会社

への合併を登記原因とする抵当権の移転の登記の申請と，弁済を登記原因とする当該

抵当権の抹消の登記の申請とが連件でされた場合には，Ｂ株式会社に対して登記識別

情報は通知されない。 

5 司法書士Ａが，Ｂ株式会社を代理して，甲土地につき同社を登記名義人とする所有

権の保存の登記を申請した場合において，同社がＡに登記識別情報の通知を受けるた

めの特別の委任をしていないときは，Ａに対して登記識別情報は通知されない。 

 



 - 14 - 

第13問 登記の申請人が登記識別情報を提供することができないときに不動産登記法令に基づ

き登記官が登記義務者に対してする通知(以下｢事前通知｣という｡)及び当該申請に基づ

く登記をする前に登記官が当該登記義務者の登記記録上の前の住所に宛ててする通知

(以下｢前の住所地への通知｣という｡)に関する次のアからオまでの記述のうち，正しい

ものの組合せは，後記 1から 5までのうち，どれか。 

ア 債権譲渡を登記原因とする抵当権の移転の登記の申請をする場合において，当該申

請に係る申請情報を記載した書面につき，公証人の認証がされているが，当該認証が

委任による代理人により嘱託された申請書等についての認証であるときは，事前通知

はされない。 

イ 債権譲渡を登記原因とする抵当権の移転の登記の申請につき事前通知がされる場合

において，当該申請の登記義務者が法人であり，かつ，申請人から法人の代表者の住

所に宛てて事前通知書の送付を希望する旨の申出があったときは，事前通知書は，書

留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行う

ものによって送付される。 

ウ 債権譲渡を登記原因とする抵当権の移転の登記の申請につき事前通知がされる場合

においては，当該移転の登記の申請が登記義務者の住所についてされた最後の変更の

登記の申請に係る受付の日から 3か月以内にされているときであっても，前の住所地

への通知はされない。 

エ 売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請につき当該申請の代理人である司

法書士から本人確認情報の提供があった場合において，当該情報の内容が相当であ

り，かつ，その内容により申請人が登記義務者であることが確実であると認められる

ときは，前の住所地への通知はされない。 

オ 売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請につき事前通知及び前の住所地へ

の通知がされた場合において，当該前の住所地への通知を受け取った者から当該申請

について異議の申出があったときは，登記官は，当該申請を却下しなければならな

い。 

1 アエ     2 アオ     3 イウ     4 イオ     5 ウエ 
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第14問 次のアからオまでの記述のうち，第 1 欄の各登記を申請するときに第 2 欄に掲げる事

項をその申請情報の内容としなければならないものの組合せは，後記 1から 5までのう

ち，どれか。 
 

 第 1欄 第 2欄 

ア 収用によって土地を取得した者が申請

する所有権の保存の登記 

登記原因の日付 

イ 通行を目的とする地役権の設定の登記 地役権者の氏名又は名称 

ウ 一棟の建物の名称を申請情報の内容と

した場合における敷地権付き区分建物

を目的とする抵当権の変更の登記 

一棟の建物の構造 

エ 一筆の土地の全部に設定された抵当権

が当該土地の共有者の一人の持分につ

いて消滅した場合の抵当権の変更の登

記 

債権額 

オ 所有権の移転請求権の仮登記の登記名

義人が単独で申請する当該仮登記の抹

消 

登記権利者の住所 

 

1 アエ     2 アオ     3 イウ     4 イオ     5 ウエ 
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第15問 登記原因に関する次のアからオまでの記述のうち，第 1欄に掲げる事由が生じた場合

に，第 2欄に掲げる登記原因及びその日付で登記の申請をすることができないものの組

合せは，後記 1から 5までのうち，どれか。 

なお，登記原因につき第三者の許可，同意又は承諾を要する場合には，平成 27 年 7

月 1日に，それぞれ第三者の許可，同意又は承諾を得ているものとする。 
 

 第 1欄 第 2欄 

ア 権利能力のない社団の構成員全員に総有的に帰属する甲建物

について，当該社団の代表者であるＡが個人名義で当該建物

の所有権の登記名義人となっていたが，平成 27 年 7 月 1 日,

Ａに加えて，新たにＢ及びＣが当該社団の代表者に就任し

た。 

平成 27 年 7 月

1日委任の終了 

イ 甲建物の所有権の登記名義人であるＡ及びＢは，平成 27 年

7 月 1 日，同日から 5 年間は当該建物につき共有物の分割を

しない旨の合意をした。 

平成 27 年 7 月

1日特約 

ウ 甲建物の賃借権の登記名義人であるＡは，平成 27 年 7 月 1

日，Ｂに対して，当該建物を賃料 1 か月 30 万円の約定で転

貸することを約した。 

平成 27 年 7 月

1日設定 

エ Ａは，平成 27 年 6 月 1 日，Ｂに金銭を貸し付け，同日，そ

の貸付金を被担保債権とする抵当権を甲建物に設定してその

登記名義人となったが，同年 7 月 1 日，ＣがＢに無担保で金

銭を貸し付け，Ａは，同日，Ｃに対して，当該抵当権のみを

譲り渡した。 

平成 27 年 7 月

1日譲渡 

オ 甲建物の根抵当権の登記名義人であるＡは，平成 27 年 7 月

1 日，当該根抵当権を 2 個の根抵当権に分割して，その一方

をＢに譲り渡した。 

平成 27 年 7 月

1日分割譲渡 

 

1 アウ     2 アオ     3 イエ     4 イオ     5 ウエ 

 

 



 

 - 17 - 

第16問 更正の登記に関する次のアからオまでの記述のうち，正しいものの組合せは，後記 1

から 5までのうち，どれか。 

なお，判決による登記及び代位による登記については，考慮しないものとする。 

ア 甲土地について，売買を登記原因としてＡからＢへの所有権の移転の登記がされて

いる場合において，当該所有権の移転の登記について錯誤を登記原因としてＢの単有

名義からＢ及びＣの共有名義とする更正の登記を申請するときは，Ｃを登記権利者，

Ｂのみを登記義務者としなければならない。 

イ 甲土地について，所有権の登記名義人であるＡの住所につき｢乙市丙町 1番地○○

マンション○棟○号室｣と登記されている場合において，Ａの住所につき｢乙市丙町 1

番地｣とのみ記載された印鑑に関する証明書を添付情報として提供して，ＡからＢへ

の売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請するときは，当該所有権の移転の

登記の前提として，Ａの住所の更正の登記を申請しなければならない。 

ウ Ａが所有権の登記名義人である甲土地について，Ｂを地上権者，地代を 1平方メー

トル 1年 1万円とする地上権の設定の登記がされた後，錯誤を登記原因として，地代

を 1平方メートル 1年 1万 5,000円とする地上権の更正の登記を申請するときは，Ａ

を登記権利者，Ｂを登記義務者としなければならない。 

エ 甲土地について，乙区 1番でＡを，乙区 2番でＢを，乙区 3番でＣをそれぞれ抵当

権者とする抵当権の設定の登記がされ，乙区 4番において，Ｂの抵当権を第 1順位，

Ｃの抵当権を第 2順位，Ａの抵当権を第 3順位とする順位の変更の登記がされている

場合において，当該順位の変更の登記に錯誤があるときは，錯誤を登記原因として，

当該順位の変更の登記を更正する登記の申請をすることができる。 

オ 甲土地について，Ａの持分を 3 分の 2，Ｂの持分を 3 分の 1 とする所有権の移転の

登記がされた後，Ａ及びＢの各持分を目的としてＣを抵当権者とする抵当権の設定の

登記がされている場合において，Ａの持分を 4 分の 1，Ｂの持分を 4 分の 3 とする当

該所有権の更正の登記の申請をするときは，Ｃの承諾を証する情報を提供しなければ

ならない。 

1 アイ     2 アオ     3 イウ     4 ウエ     5 エオ 
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第17問 次の対話は，職権による登記の抹消及び更正に関する司法書士と補助者との対話であ

る。司法書士の質問に対する次のアからオまでの補助者の解答のうち，正しいものの組

合せは，後記 1から 5までのうち，どれか。 

司法書士： 今日は，登記官が職権で権利に関する登記の抹消又は更正をする場合及び

その手続について考えてみましょう。 

当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託に基づいて権利に関する登記を

するとき以外にも，不動産登記法上，登記官は，一定の場合には，職権で権

利に関する登記を抹消又は更正することがありますが，それは，どのような

場合ですか。 

補助者：ア 職権による登記の抹消がされるのは，管轄違いの登記又は登記事項以外の

事項の登記を目的とする登記がされている場合に限られます。一方，職権に

よる登記の更正がされるのは，登記官が，権利に関する登記に登記官の過誤

による錯誤又は遺漏があることを発見した場合に限られます。 

司法書士： では，職権による登記の抹消又は更正をするに当たり，登記官は，あらか

じめ，登記権利者又は登記義務者に対して， どのような対応をしますか。 

補助者：イ 登記官は，あらかじめ，登記権利者及び登記義務者に対して，職権による

登記の抹消又は職権による登記の更正をする旨を通知します。 

司法書士： 仮に，職権による登記の抹消又は更正の対象となる登記について登記上の

利害関係を有する第三者が存在する場合，登記官は，当該第三者の承諾を得

ずに，職権による登記の抹消又は更正をすることはできますか。 

補助者：ウ 登記官は，当該第三者の承諾を得ずに，職権による登記の抹消又は更正を

することができます。 

司法書士： 登記官は，職権による登記の抹消又は更正をするに当たって，法務局又は

地方法務局の長の許可を得る必要はありますか。 

補助者：エ 職権による登記の抹消については，法務局又は地方法務局の長の許可を得

る必要はありませんが，職権による登記の更正については，その登記官を監

督する法務局又は地方法務局の長の許可を得なければなりません。 

司法書士： 登記官は，職権による登記の抹消又は更正をした後，登記権利者又は登記

義務者に対して，どのような対応をしますか。 

補助者：オ 職権による登記の抹消については，登記権利者及び登記義務者に対して登

記の抹消をした旨を通知することはありませんが，職権による登記の更正に

ついては，それらの者に対して登記の更正をした旨を通知します。 

1 アウ     2 アオ     3 イウ     4 イエ     5 エオ 
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第18問 登記官の職権による登記等に関する次のアからオまでの記述のうち，正しいものの組

合せは，後記 1から 5までのうち，どれか。 

なお，登記上の利害関係を有する第三者の承諾を要する場合には，その承諾を得てい

るものとする。 

ア 土地の所有権の登記名義人をＡの単有名義からＡ及びＢの共有名義とする更正の登

記が申請された場合において，当該土地にＣを登記名義人とする地上権の設定の登記

がされているときは，登記官は，職権で当該地上権の登記を抹消しなければならな

い。 

イ 所有権の登記のない建物について所有権の移転の仮登記を命ずる裁判所の処分に基

づく仮登記が申請されたときは，登記官は，職権で所有権の保存の登記をしなければ

ならない。 

ウ 所有権の移転の登記がされている土地について解除を登記原因とする当該所有権の

移転の登記の抹消が申請された場合において，当該所有権の移転の登記に買戻しの特

約の登記が付記登記によってされているときは，登記官は，職権で当該付記登記を抹

消しなければならない。 

エ 地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の登記とともに保全仮登記が

されている土地について当該保全仮登記に基づく本登記が申請された場合において，

当該土地に当該処分禁止の登記に後れる賃借権の設定の登記がされているときは，登

記官は，職権で当該賃借権の登記を抹消しなければならない。 

オ 強制競売の開始決定に基づく差押えの登記がされている土地について当該差押えの

登記に後れる賃借権の設定の登記がされている場合において，買受人が代金を納付し

たときは，裁判所書記官は，買受人への所有権の移転の登記及び当該差押えの登記の

抹消のほか，当該賃借権の登記の抹消を嘱託しなければならない。 

1 アウ     2 アオ     3 イエ     4 イオ     5 ウエ 
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第19問 次のアからオまでの登記のうち，付記登記によってするものは，幾つあるか。 

ア 仮登記した所有権の移転の仮登記 

イ 転借権の登記の抹消の登記 

ウ 所有権の更正の登記 

エ 所有権を目的とする抵当権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の登記 

オ 所有権を目的とする根抵当権を分割して譲り渡す場合の登記 

1  1個    2  2個    3  3個    4  4個    5  5個 
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第20問 所有権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち，正しいものの組合せは，後記

1から 5までのうち，どれか。 

ア 登記原因を｢昭和 60 年 4 月 1 日売買(条件 農地法第 3 条の許可)｣とする条件付所

有権の移転の仮登記がされた農地について，その後に登記原因を｢昭和 50年月日不詳

変更｣とする宅地への地目の変更の登記がされている場合，当該条件付所有権の移転

の仮登記に基づく本登記の申請をすることはできない。 

イ 譲渡担保を登記原因とするＡからＢへの所有権の移転の登記がされている甲土地に

ついて，ＡがＢに対し当該譲渡担保の被担保債権全額を弁済した場合，債権弁済を登

記原因としてＢからＡへの所有権の移転の登記を申請することはできない。 

ウ Ａを所有権の登記名義人とする甲土地について，Ａが死亡して共同相続人Ｂ及びＣ

が相続し，かつ，Ｂ及びＣの間で共有物分割禁止の定めが成立した場合，ＡからＢ及

びＣへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記及び共有物分割禁止の定めの登記

の申請を一の申請情報によってすることはできない。 

エ Ａ，Ｂ及びＣを所有権の登記名義人とする甲土地について，Ａがその持分を放棄し

た場合，ＡからＢへの持分の移転の登記及びＡからＣへの持分の移転の登記は，Ｂ及

びＣを登記権利者，Ａを登記義務者として，一の申請情報によって申請しなければな

らない。 

オ ＡからＢ，ＢからＣへと所有権の移転の登記が順次されている甲土地について，い

ずれの登記原因も無効である場合，これらの所有権の移転の登記を抹消するために

は，ＡからＢへの所有権の移転の登記の抹消を申請した後，ＢからＣへの所有権の移

転の登記の抹消を申請しなければならない。 

1 アウ     2 アエ     3 イエ     4 イオ     5 ウオ 
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第21問 敷地権付き区分建物についての登記に関する次のアからオまでの記述のうち，誤って

いるものの組合せは，後記 1から 5までのうち，どれか。 

ア 敷地権である旨の登記がされた土地のみを目的とする不動産工事の先取特権の保存

の登記の申請は，その登記原因の日付が当該敷地権が生じた日の前後いずれであるか

を問わず，することができる。 

イ 区分建物の所有権及び当該区分建物の敷地である土地の所有権の共有持分について

それぞれ抵当権の設定の登記がされた後に，敷地権である旨の登記がされた場合にお

いて，これらの抵当権の登記の目的，申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原

因及びその日付が同一であるときは，当該土地の所有権の共有持分についてされた抵

当権の登記は，登記官が職権で抹消しなければならない。 

ウ 敷地権が賃借権である敷地権付き区分建物について，表題部所有者から所有権を取

得した者が所有権の保存の登記を申請するときは，当該所有権を取得した者の住所を

証する情報，表題部所有者から当該区分建物の所有権を取得したことを証する情報及

び敷地である土地の所有権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならな

い。 

エ 敷地権付き区分建物の所有権の移転の登記を申請する場合において，当該建物が属

する一棟の建物に共用部分である旨の登記がされた建物があるときは，当該共用部分

である旨の登記がされた建物の種類，構造及び床面積を申請情報の内容としなければ

ならない。 

オ 敷地権付き区分建物について，表題部所有者から所有権を取得した者の名義でされ

た所有権の保存の登記を錯誤により抹消したときは，登記官は，その登記記録を閉鎖

することなく，職権で表題部所有者の表示を回復する。 

1 アウ     2 アオ     3 イエ     4 イオ     5 ウエ 
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第 22問 地上権，地下若しくは空間の上下の範囲を定めてその部分を目的とする地上権(以下

｢区分地上権｣という｡)，地役権又は賃借権の登記に関する次のアからオまでの記述のう

ち，正しいものの組合せは，後記 1から 5までのうち，どれか。 

ア 地上権の設定の登記がされている土地について，その登記記録上，当該地上権の存

続期間が満了している場合は，当該登記を抹消することなく，当該土地に，重ねて別

個の地上権の設定の登記を申請することができる。 

イ 建物所有を目的とする地上権の設定の登記がされている土地について，区分地上権

の設定の登記の申請をする場合は，添付情報として，登記されている地上権の登記名

義人が承諾したことを証する情報を提供しなければならない。 

ウ 区分地上権の設定の登記を申請する場合は，添付情報として，その範囲を明らかに

する図面を提供しなければならない。 

エ 甲土地を要役地，乙土地を承役地とする地役権の設定の登記を，乙土地を管轄する

登記所に書面により申請する場合は，甲土地が他の登記所の管轄に属するときであっ

ても，甲土地の登記事項証明書を提供することを要しない。 

オ 宅地である甲土地について賃借権の設定の登記を申請する場合は，その申請情報の

内容として，賃料の定めを，｢乙土地を使用収益する｣とすることができる。 

1 アウ     2 アエ     3 イウ     4 イオ     5 エオ 
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第23問 担保権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち，誤っているものの組合せは，

後記 1から 5までのうち，どれか。 

なお，判決による登記及び代位による登記については，考慮しないものとする。 

ア Ａを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされた後，ＡからＢに対して債権一部

譲渡を登記原因とする当該抵当権の一部の移転の登記がされている場合において，当

該抵当権の被担保債権のうちＡの債権のみが弁済されたときは，｢Ａの債権弁済｣を登

記原因として，抵当権の変更の登記を申請することができる。 

イ 元本が確定した根抵当権の登記名義人の所在が知れない場合には，当該根抵当権の

目的である不動産の所有権の登記名義人は，当該根抵当権の登記名義人の所在が知れ

ないことを証する情報及び当該根抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報を

提供して，単独で当該根抵当権の登記の抹消を申請することができる。 

ウ 抵当権の登記名義人の所在が知れず，かつ，当該抵当権の登記に利息及び損害金に

関する定めのいずれの記録もない場合には，当該抵当権の目的である不動産の所有権

の登記名義人は，当該抵当権の登記名義人の所在が知れないことを証する情報，被担

保債権の弁済期を証する情報及び当該弁済期から 20 年を経過した後に当該被担保債

権の元本の全額に相当する金銭が供託されたことを証する情報を提供して，単独で当

該抵当権の登記の抹消を申請することができる。 

エ 不動産質権者が，不動産質権の目的である不動産の所有者との間で，その不動産の

管理費用の支払，公租公課の負担を負わない旨を定めたときは，その定めを登記する

ことができる。 

オ 根抵当権者Ａが，抵当不動産に対するＢによる滞納処分による差押えがあったこと

を知った時から 2週間を経過した後に，当該根抵当権の後順位の根抵当権者Ｃに対し

て根抵当権の順位の譲渡をしたときは，Ａは，当該根抵当権の順位の譲渡の登記を申

請することなく，単独で当該根抵当権の元本の確定の登記を申請することができる。 

1 アウ     2 アエ     3 イエ     4 イオ     5 ウオ 
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第24問 仮登記に関する次のアからオまでの記述のうち，誤っているものの組合せは，後記 1

から 5までのうち，どれか。 

ア Ａを所有権の登記名義人とする土地につき，売買予約を登記原因としてＢ及びＣを

仮登記の登記権利者とする所有権移転請求権の保全の仮登記をした後，Ｂがその所有

権移転請求権を放棄したときは，放棄を登記原因として，ＢからＣへの当該所有権移

転請求権の移転の登記を申請することができる。 

イ Ａを所有権の登記名義人とする土地につき，ＡとＢとの婚姻中に，離婚に伴う財産

分与の予約を登記原因としてＢを登記名義人とする所有権移転請求権の保全の仮登記

を申請することはできない。 

ウ 土地に代物弁済予約を登記原因とする所有権移転請求権の保全の仮登記がされてい

る場合において，当該所有権移転請求権について，滞納処分による差押えの登記の嘱

託をすることはできない。 

エ 停止条件付所有権の移転の仮登記がされた土地につき，当該仮登記の登記名義人に

錯誤があるときは，真正な登記名義の回復を登記原因として，当該仮登記の移転の登

記を申請することができる。 

オ Ａを所有権の登記名義人とする土地につき，売主Ａと買主Ｂとの間で，売買代金が

完済されたときに当該土地の所有権が移転する旨の特約付きの売買契約を締結した場

合において，当該売買代金が完済されていないときは，登記原因を｢年月日売買(条件

売買代金完済)｣とする条件付所有権の移転の仮登記を申請することができる。 

1 アイ     2 アオ     3 イウ     4 ウエ     5 エオ 
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第25問 甲土地の所有権の登記名義人であるＡには，配偶者Ｂ並びに子Ｃ及びＤがおり，Ｃに

は子Ｅがいる場合において，Ａが死亡して相続が開始したときに，甲土地について申請

すべき登記に関する次のアからオまでの記述のうち，正しいものの組合せは，後記 1か

ら 5までのうち，どれか。 

ア Ｂ，Ｃ及びＤの間でＡの遺産の分割の協議が成立した 1年半後，Ａの嫡出でない子

Ｆについて認知の裁判が確定して認知された場合において，その後，当該協議に基づ

き，ＡからＢ，Ｃ及びＤへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請すると

きは，当該協議に係る遺産分割協議書の作成の日付が当該認知の裁判の確定の日より

前であっても，Ｆの同意を証する情報を提供しなければならない。 

イ Ａの自筆証書による遺言書に基づき，ＡからＣへの相続を登記原因とする所有権の

移転の登記を申請する場合において，｢遺言書はＡの自筆ではなく押印はＡの使用印

ではないと思う｣旨のＤの陳述が記載された家庭裁判所の検認期日の審問調書を提供

するときは，併せて，Ｄの作成に係る当該登記の申請に異議がない旨の印鑑証明書付

きの証明書を提供しなければならない。 

ウ Ａが甲土地をＣに相続させる旨のみを本文とする適式な遺言書を作成していたが，

その後にＣがＡよりも先に死亡した場合，Ｅは，当該遺言書を提供して，ＡからＥへ

の相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することができる。 

エ ＡからＢ，Ｃ及びＤへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記がされた後，Ｂ

の相続の放棄の申述が受理された場合，Ｂ，Ｃ及びＤは，Ｂが作成した相続の放棄を

証する書面を提供して，ＢからＣ及びＤへの相続の放棄を登記原因とするＢの持分の

移転の登記を申請することができる。 

オ Ａが，甲土地を相続人でないＧ，Ｈ及びＩに遺贈する旨のみを本文とする適式な遺

言書を作成していたが，Ａの死亡後にＧ及びＨが遺贈の放棄をした場合，Ｉは，Ｇ及

びＨが作成した遺贈の放棄を証する書面を提供して，ＡからＩへの遺贈を登記原因と

する所有権全部の移転の登記を申請することができる。 

1 アウ     2 アエ     3 イエ     4 イオ     5 ウオ 
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第26問 Ａ及びＢを所有権の登記名義人とする甲土地について，Ａが死亡したが，相続人のあ

ることが明らかでない場合における甲土地の登記に関する次のアからオまでの記述のう

ち，誤っているものの組合せは，後記 1から 5までのうち，どれか。 

なお，イの場合を除き，判決による登記及び代位による登記については，考慮しない

ものとする。 

ア Ａの持分につき，Ａの相続財産法人名義とする所有権の登記名義人の氏名の変更の

登記を申請する場合において，Ａの相続財産管理人の選任の審判書の記載によって，

当該相続財産管理人の選任が相続人不存在によるものであること及びＡの死亡年月日

が明らかであるときは，その添付情報として，Ａの相続を証する戸籍謄本を提供する

ことは要しない。 

イ Ａの持分につき，Ａの相続財産法人名義とする所有権の登記名義人の氏名の変更の

登記がされている場合において，Ａの相続人の不存在が確定した後，特別縁故者Ｃが

家庭裁判所の審判によって甲土地のＡの持分の分与を受けたときは，Ｃは，その審判

に基づき，単独でＡの持分の移転の登記の申請をすることができる。 

ウ Ａの持分につき，Ａの相続財産法人名義とする所有権の登記名義人の氏名の変更の

登記がされている場合において，Ｂが持分を放棄したときは，Ａの相続財産管理人

は，単独でＢからＡの相続財産法人へのＢの持分の移転の登記を申請することができ

る。 

エ Ａの持分につき，Ａの相続財産法人名義とする所有権の登記名義人の氏名の変更の

登記がされている場合において，特別縁故者不存在確定を登記原因とするＡからＢへ

のＡの持分の移転の登記は，Ｂが単独で申請することはできない。 

オ 特別縁故者不存在確定を登記原因とするＡからＢへのＡの持分の移転の登記は，相

続人の捜索の公告の日から６か月後の日を登記原因の日付として申請することができ

る。 

1 アエ     2 アオ     3 イウ     4 イエ     5 ウオ 
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第27問 信託に関する登記に関する次のアからオまでの記述のうち，正しいものの組合せは，

後記 1から 5までのうち，どれか。 

なお，判決による登記及び代位による登記については，考慮しないものとする。 

ア 不動産についてＡ株式会社を受託者とする所有権の移転の登記及び信託の登記をし

た後，Ｂ株式会社がＡ株式会社を合併してその任務を引き継いだ場合，｢受託者Ａ株

式会社任務終了｣を登記原因として，Ａ株式会社からＢ株式会社への所有権の移転の

登記の申請をすることができる。 

イ Ａ及びＢを所有権の登記名義人とする土地につき，Ａを委託者，Ｃを受託者とする

Ａの持分の移転の登記及び信託の登記をした後，Ｂがその持分を放棄した場合，信託

の登記の申請と同時に，ＢからＣへのＢの持分の移転の登記を申請することができ

る。 

ウ 権利能力のない社団である自治会Ａの構成員全員に総有的に帰属し，自治会Ａの代

表者であるＢが個人名義で所有権の登記名義人となっている不動産について，自治会

Ａを受益者とする信託がされた場合，自治会Ａを受益者として信託の登記を申請する

ことができる。 

エ Ａを受託者，Ｂを受益者とする所有権の移転の登記及び信託の登記がされている不

動産について，ＢがＣに対して受益権を売却したことによる売買を登記原因とする受

益者の変更の登記は，Ａが単独で申請することができる。 

オ 不動産について，Ａ及びＢを受託者とする所有権の移転の登記及び信託の登記がさ

れている場合において，Ａの任務が辞任により終了したことによる権利の変更の登記

は，Ｂが単独で申請することができる。 

1 アウ     2 アエ     3 イエ     4 イオ     5 ウオ 
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第28問 株式会社の設立の登記の申請書の添付書面に関する次のアからオまでの記述のうち，

誤っているものの組合せは，後記 1から 5までのうち，どれか。 

なお，定款は，既に公証人の認証を受けているものとする。 

ア 当該設立が募集設立である場合において，定款に記載した発行可能株式総数を払込

期日の後に変更したときは，発行可能株式総数について決議した創立総会の議事録を

添付しなければならない。 

イ 当該設立が発起設立である場合において，定款で設立時取締役，設立時会計参与，

設立時監査役又は設立時会計監査人を定めず，後にこれらの者を選任したときは，こ

れらの者の選任につき発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければ

ならない。 

ウ 当該設立が募集設立である場合において，定款に出資された財産の一部を資本準備

金とする旨の記載がなく，後にこれを定めたときは，成立後の会社の資本金及び資本

準備金の額に関する事項について決議した創立総会の議事録を添付しなければならな

い。 

エ 当該設立が発起設立である場合において，定款に発起人が割当てを受ける設立時発

行株式の数の記載がなく，後にこれを定めたときは，これを定めるにつき発起人全員

の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。 

オ 当該設立が募集設立である場合において，定款に設立時募集株式の種類及び種類ご

との数，設立時募集株式の払込金額並びに払込期日又は払込期間の記載がなく，後に

これらを定めたときは，これらを定めるにつき発起人全員の同意があったことを証す

る書面を添付しなければならない。 

1 アイ     2 アエ     3 イウ     4 ウオ     5 エオ 
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第29問 株式会社の役員等の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち，正しいもの

の組合せは，後記 1から 5までのうち，どれか。 

ア 登記所に印鑑を提出している代表取締役が辞任した場合の変更の登記の申請書に

は，当該代表取締役が辞任を証する書面に押した印鑑について，当該印鑑と当該代表

取締役が登記所に提出している印鑑とが同一であるときを除き，市区町村長の作成し

た印鑑証明書を添付しなければならない。 

イ 監査役設置会社であり会計監査人設置会社である株式会社において，株主総会の決

議により会計監査人を解任した場合の変更の登記の申請書には，監査役が当該株主総

会の議案の内容を決定したことを証する書面を添付しなければならない。 

ウ 一時取締役の職務を行うべき者が招集した臨時株主総会の決議によって取締役を選

任した場合の変更の登記の申請書には，一時取締役の職務を行うべき者が臨時株主総

会を招集することについての裁判所の許可書を添付しなければならない。 

エ 取締役が 1名しかいない株式会社において，取締役Ａが辞任により退任した旨及び

後任者としてＢが取締役に就任した旨の登記がされた後，Ｂを取締役に選任した株主

総会の決議が存在しないことの確認を求める訴えに係る請求を認容する判決が確定

し，登記官が裁判所書記官の嘱託により当該株主総会の決議の不存在の登記をする場

合には，登記官は，取締役Ｂの就任の登記を抹消する記号を記録するとともに，職権

で取締役Ａの退任の登記を抹消し，取締役Ａの登記を回復する。 

オ 取締役会設置会社において，取締役の全員であるＡ，Ｂ及びＣが同時に辞任し，

Ｄ，Ｅ及びＦが取締役に選任されたものの，Ｆの就任承諾が得られなかった場合に

は，Ｄ及びＥについての取締役の就任の登記は，いずれも申請することができない。 

1 アウ     2 アエ     3 イエ     4 イオ     5 ウオ 
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第30問 会社法上の公開会社における株主に株式の割当てを受ける権利を与えないでする募集

株式の発行による変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち，誤っているもの

の組合せは，後記 1から 5までのうち，どれか。 

ア 取締役会の決議によって募集株式の種類及び数，払込金額並びに払込期日等の募集

事項を定めた場合において，株主に対して払込期日の 2週間前までに当該募集事項の

通知をしたときであっても，募集株式の発行による変更の登記の申請書には，当該通

知をしたことを証する書面を添付することを要しない。 

イ 取締役会の決議によって募集株式の払込期間を定めた場合において，その期間の満

了前に全ての募集株式の引受人が出資の履行を完了したときは，払込期間の満了前で

あっても募集株式の発行による変更の登記の申請をすることができる。 

ウ 出資の目的が金銭以外の財産である場合において，募集株式の発行による変更の登

記の申請書に添付された書面が現物出資財産について募集事項の決定の際に定められ

た価格が相当であることについて税理士の証明を記載した書面であるときは，当該税

理士が税理士の登録をしていることを証する書面を添付しなければならない。 

エ 新株予約権を発行している会社が，当該新株予約権の行使をすることができる期間

の初日が到来する前に募集株式を発行した場合において，当該募集株式の発行後の発

行済株式総数に新株予約権の目的である株式の数を加えた数が当該会社の発行可能株

式総数を超えるときは，当該会社の発行可能株式総数の変更の登記をしなければ，当

該募集株式の発行による変更の登記を申請することはできない。 

オ 種類株式発行会社において募集株式を発行するに当たり，当該募集株式の種類が譲

渡制限株式である場合には，定款に別段の定めがあるとき又は当該種類の株式の種類

株主を構成員とする株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存し

ないときを除き，募集株式の発行による変更の登記の申請書に種類株主総会の議事録

を添付しなければならない。 

1 アウ     2 アオ     3 イエ     4 イオ     5 ウエ 
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第31問 会計監査人設置会社でない株式会社における資本金の額の変更の登記に関する次のア

からオまでの記述のうち，債権者保護手続が必要となるが，その登記の申請書には債権

者保護手続を行ったことを証する書面の添付を要しないものは，幾つあるか。 

ア 定時株主総会の決議により資本金の額の一部を減少し，その減少額の全部を準備金

とするとき。 

イ 定時株主総会の決議により準備金の額を減少し，かつ，その減少額が当該定時株主

総会の日における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えな

い場合において，その減少額の一部を資本金とするとき。 

ウ 臨時株主総会の決議により資本金の額の一部を減少し，その減少額の全部を準備金

とするとき。 

エ 臨時株主総会の決議により準備金の額を減少し，その減少額の全部を資本金とする

とき。 

オ 臨時株主総会の決議により準備金の額を減少し，かつ，その減少額が直近の定時株

主総会の日における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超え

ない場合において，その減少額の一部を資本金とするとき。 

1 1個     2 2個     3 3個     4 4個     5 5個 
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第32問 持分会社の登記に関する次のアからオまでの記述のうち，正しいものの組合せは，後

記 1から 5までのうち，どれか。 

なお，いずれの持分会社においても，定款に別段の定めはないものとする。 

ア 合名会社の設立の登記を申請する場合において，当該合名会社の社員が 1名である

ときは，代表社員の氏名又は名称は登記すべき事項ではない。 

イ 合名会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において，

その無効の原因が一部の社員のみにあるときであって他の社員の全員の同意によって

当該合名会社を継続したときは，その継続の登記の申請書に，当該無効の原因がある

社員が退社に同意したことを証する書面を添付しなければならない。 

ウ 合資会社の無限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が有限責任社員

のみとなった場合には，当該合資会社については解散の登記を，当該合資会社から種

類を変更した合同会社については設立の登記を，それぞれ申請しなければならない。 

エ 合資会社の業務を執行しない有限責任社員の持分の譲受けにより新たな社員が加入

したことによる変更の登記を申請する場合には，譲渡された持分が業務を執行しない

有限責任社員に係るものであることを証する書面及び当該社員の加入につき総社員の

同意があったことを証する書面を添付しなければならない。 

オ 合同会社に業務を執行しない社員が加入し，当該社員の出資に伴う資本金の額の増

加による変更の登記を申請する場合には，当該社員の加入の事実を証する書面を添付

する必要はない。 

1 アウ     2 アエ     3 イエ     4 イオ     5 ウオ 
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第33問 次のアからオまでの法人のうち，資産の総額が法人の登記の登記事項であるものは，

幾つあるか。 

ア 医療法人 

イ 学校法人 

ウ 司法書士法人 

エ 社会福祉法人 

オ 特定非営利活動法人 

1 1個     2 2個     3 3個     4 4個     5 5個 
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第34問 有限会社甲及び株式会社乙の登記記録に次のような記録(抜粋)がある場合において，

平成 27年 3月 1日から同月 31日までにされた登記に係る登録免許税の額を合算したも

のとして正しいものは，後記 1から 5までのうち，どれか。 

なお，登録免許税の課税対象は，次の記録に記載されているもののみとし，租税特別

措置法等の特例法による税の減免の規定の適用は，ないものとする。 
 

商号 有限会社甲 

本店 東京都中央区乙町一丁目 1番 1号 

東京都中央区甲町一丁目 1番 1号 平成 27年 3月 1日移転 

平成 27年 3月 5日登記 

公告をする方法 官報に掲載してする  

平成 17 年法律第 87 号第

136 条の規定により平成

18年 5月 1日登記 

会社成立の年月日 平成 14年 4月 4日 

発行可能株式総数 60株  

平成 17 年法律第 87 号第

136 条の規定により平成

18年 5月 1日登記 

発行済株式の総数

並びに種類及び数 

60株 

資本金の額 金 300万円 

株式の譲渡制限に

関する事項 

当会社の株式を譲渡により取得することについて当会社の承認を

要する。当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合

においては当会社が承認したものとみなす。 

平成 17年法律第 87号第 136条の規定 

により平成 18年 5月 1日登記 

役員に関する事項 東京都新宿区丙町一丁目 1番 1号 

取締役 Ａ 

東京都渋谷区丁町一丁目 1番 1号 

取締役 Ｂ 

代表取締役 Ａ 

登記記録に関する

事項 

平成 27 年 3 月 10 日東京都中央区甲町一丁目 1 番 1 号株式会社乙

に商号変更し，移行したことにより解散 

平成 27年 3月 10日登記 

平成 27年 3月 10日閉鎖 
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商号 株式会社乙 

本店 東京都中央区甲町一丁目 1番 1号 

公告をする方法 官報に掲載してする 

会社成立の年月日 平成 14年 4月 4日 

発行可能株式総数 500株 

発行済株式の総数 

並びに種類及び数 

60株 

資本金の額 金 300万円 

株式の譲渡制限に 

関する事項 

当会社の株式を譲渡により取得するには，株主総会の承認を要す

る。 

役員に関する事項 取締役 Ａ 平成 27年 3月 10日就任 

 

取締役 Ｂ 平成 27年 3月 10日就任 

 

東京都新宿区丙町一丁目 1番 1号 

代表取締役 Ａ 

平成 27年 3月 10日就任 

 

登記記録に関する 

事項 

平成 27 年 3 月 10 日有限会社甲を商号変更し，移行したことによ

り設立 

平成 27年 3月 10日登記 

 

1 70,000円   2 90,000円   3 100,000円   4 120,000円   5 130,000円 
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第35問 商業登記における審査請求に関する次のアからオまでの記述のうち，正しいものの組

合せは，後記 1から 5までのうち，どれか。 

ア 審査請求は，登記官を経由してしなければならない。 

イ 登記の申請をした者は，当該申請を却下した処分に対して審査請求をすることがで

きるが，登記簿の附属書類の閲覧を請求した者は，当該請求を却下した処分に対して

審査請求をすることができない。 

ウ 登記すべき事項につき無効の原因があるにもかかわらず登記がされている場合にお

いて，登記官が職権により当該登記を抹消することができるときは，当該登記に関す

る審査請求をすることはできない。 

エ 登記官が登記された事項に無効の原因があることを発見し，当該登記をした者に，

一月を超えない一定の期間内に書面で異議を述べないときは登記を抹消すべき旨の通

知をしたところ，当該登記をした者が異議を述べた場合において，登記官が異議を却

下したときは，当該登記をした者は，当該異議を却下した処分に関する審査請求をす

ることができる。 

オ 新株予約権の発行による変更の登記を申請した後，当該登記がされないまま 6か月

が経過した場合であっても，当該申請が却下されていないときには，申請人は審査請

求をすることができない。 

1 アイ     2 アエ     3 イオ     4 ウエ     5 ウオ 

 


